


①　60万円以下の金銭支払請求に限る
  　② 原則として審理は1回，直ちに判決言渡しとなるが，
場合により通常訴訟に移行する

③　証拠書類や証人は，審理の日に調べられるものに限る
④　分割払や支払猶予の判決となる場合もある
⑤　少額訴訟判決に対する不服は異議申立てに限る

受付窓口で，手
続に関する案内
を行っています。

訴えを起こされた人が判決や和解で決まったことに従わない場合は，別途，
裁判所に強制執行の申立てができます。詳しくは，窓口でお尋ねください。

＊証人が期日に
出頭できない場
合,  電話会議シ
ステムやウェブ
会議システムを
利用することが
あります。


